
稲敷市いじめ問題対策連絡協議会等条例 
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 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下

「法」という。）の規定に基づき設置する稲敷市いじめ問題対策連絡協議会そ

の他の組織に関し，必要な事項を定めるものとする。 

第２章 稲敷市いじめ問題対策連絡協議会 

（設置） 

第２条 法第１４条第１項の規定に基づき，稲敷市いじめ問題対策連絡協議会

（以下「連絡協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 連絡協議会は，法第１４条第１項に規定するいじめの防止等に関係す

る機関及び団体の連携，その他いじめの防止等のための対策を推進するため

に必要な事項について情報を共有し，対応策を推進するために必要な事項に

関し，連絡及び協議を行う。 

（組織） 

第４条 連絡協議会は，委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者をもって組織し，稲敷市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）が委嘱し，又は任命する。 

（１）稲敷市立中学校長 

（２）稲敷市立小中学校の生徒指導主事 

（３）稲敷警察署の職員 

（４）土浦児童相談所の職員 

（５）市職員 

（６）その他教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合にお

ける補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

４ 特定の職により委嘱され，又は任命された委員は，任期満了前において当該

職を失ったときは，委員の職を失うものとする。 

（会長及び副会長） 



第５条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により選出する。 

３ 会長は，会務を総理し，連絡協議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

（会議の開催） 

第６条 連絡協議会の会議（以下この条及び次条において「会議」という。）の

回数は，年間２回とし，必要に応じて臨時に会議を開催することができる。 

（会議の議事） 

第７条 会議は，会長が招集し，議長となる。ただし，委員の委嘱又は任命後最

初に開かれる会議は，教育委員会が招集する。 

２ 会議は，委員の過半数の出席がなければ，開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数の時は，議長

の決するところによる。 

４ 連絡協議会は，審議のため必要があるときは，関係者の出席を求め，意見を

聴くことができる。 

（守秘義務） 

第８条 連絡協議会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も，同様とする。 

（庶務） 

第９条 連絡協議会の庶務は，教育委員会指導室において処理する。 

（委任） 

第１０条 この章に定めるもののほか，連絡協議会の運営に関し必要な事項は，

会長が連絡協議会に諮って定める。 

第３章 稲敷市いじめ調査委員会 

（設置） 

第１１条 法第１４条第３項及び第２８条第１項に規定する組織として，稲敷

市いじめ調査委員会（以下「調査委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第１２条 調査委員会は，教育委員会の諮問に応じ，次に掲げる事務を行う。 

（１）いじめの防止等のための対策に関する調査審議 

（２）法２８条第１項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査 

（組織） 

第１３条 調査委員会は，委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，教育，法律，医療，心理，福祉等に関する専門的知識及び経験を有

する者のうちから，教育委員会が委嘱する。 

３ 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合にお



ける補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第１４条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選により選出する。 

３ 委員長は，会務を総理し，調査委員会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠け

たときは，その職務を代理する。 

（臨時委員） 

第１５条 特別の事項を調査審議するために，委員長が，必要があると認めると

きは，調査委員会に臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は，教育委員会が適切と認める者のうちから，教育委員会が委嘱す

る。 

３ 臨時委員の任期は，当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまで

とする。 

（会議） 

第１６条 調査委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は，委員

長が招集しその議長となる。ただし，委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会

議は，教育委員会が招集する。 

２ 会議は，委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ会

議を開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をも

って決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。 

４ 調査委員会は，審議のため必要があるときは，関係者の出席を求めてその意

見若しくは説明を聞き，又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

（守秘義務） 

第１７条 調査委員会の委員及び臨時委員は，職務上知り得た秘密を漏らして

はならない。その職を退いた後も，同様とする。 

（庶務） 

第１８条 調査委員会の庶務は，教育委員会事務局において処理する。 

（委任） 

第１９条 この章に定めるもののほか，調査委員会の運営に関し必要な事項は，

委員長が調査委員会に諮って定める。 

第４章 稲敷市いじめ再調査委員会 

（設置） 

第２０条 法第３０条第２項に規定する市長の附属機関として，稲敷市いじめ

再調査委員会（以下「再調査委員会」という。）を置くことができる。 

（所掌事務） 



第２１条 再調査委員会は，市長の諮問に応じて，法第２８条第１項に規定する

調査の結果について必要な調査審議を行うものとする。 

 （組織） 

第２２条 再調査委員会は，委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，教育，法律，医療，心理，福祉等に関する専門的知識及び経験を有

する者のうちから，市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は，委嘱の日から前条に規定する調査審議が完了する日までと

する。 

（庶務） 

第２３条 再調査委員会の庶務は，総務部総務課において処理する。 

（準用） 

第２４条 第１４条から第１７条まで及び第１９条の規定は，再調査委員会に

ついて準用する。この場合において，第１４条第１項及び第３項，第１５条第

１項，第１６条第１項及び第４項，第１７条並びに第１９条中「調査委員会」

とあるのは「再調査委員会」と，第１５条第２項及び第１６条第１項中「教育

委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年１２月１日から施行する。 

（稲敷市いじめ再調査委員会条例の廃止） 

２ 稲敷市いじめ再調査委員会条例（平成２６年稲敷市条例第１５号）は，廃止

する。 

 


